
























当該事業場において現に行っている事業に関する事項

④　産業廃棄物の一連の処理の工程

(土木工事)
・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻→収集運搬業者に委託→中間処理業者に委託し、再生合材として再資源化

・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)→収集運搬業者に委託→中間処理業者に委託し、
 再生砕石として再資源化

・ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)→収集運搬業者に委託→中間処理業者に委託し、
 再生砕石として再資源化

・ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ→収集運搬業者に委託→中間処理業者に委託し、
 再生砕石として再資源化

・建設汚泥→収集運搬業者に委託→中間処理業者に委託し、再生土として再資源化

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ→自社運搬→中間処理業者に委託し、再資源化
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(別紙2)

本社 常務

工事部 20人

・廃棄物の発生抑制、再生利用、
・廃棄物処理の管理・計画の検討を行う。

・支店の廃棄物処理に関する事項
・産業廃棄物処理に関する事項の決定･承認。

・廃棄物処理計画の作成
・廃棄物管理状況の把握と改善策の検討
・委託契約の締結
・マニフェストの交付・管理
・産業廃棄物処理施設の状況の把握
・処理業者、再生利用業者の調査・選定
・監督官庁への各種報告等
・従業員、関連会社に対する教育・啓発
・その他産業廃棄物処理に関連する事項全般

代表取締役

工事部

廃棄物管理担当者

総務部


